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第１節 環境を取り巻く状況

１ 環境問題の潮流

• 2015(H27)年、国連総会において「持続可能な開発目標（SDGｓ)が
採択され、同年のパリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命以前
と比べて1.5℃に抑える目標が示された。

• 持続可能な開発目標(SDGs）は、１７の目標とそれらに付随する１６９
のターゲットから構成されており、環境・経済・社会の３つの側面を統
合的に解決する考え方が強調されている。また、これらの目標とター
ゲットが全ての国、全ての人々及び社会の全ての部分で満たされ、誰
一人取り残さない(leave no one behind)ことなどが宣言されている。

• 長野市ではこれまでも「SDGｓ未来都市計画」を策定し、自然の循環と
経済の発展を両立させる、長野らしい世界に誇る「産業」を、持続可能
な形で創造または再構築する取組を進めてきた。さらに「バイオマス産
業都市」に認定され、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸と し
た環境にやさしく災害に強いまちづくりを目指している。



第１章 序章 4

• 2022(R4)年２月には、長野地域
連携中枢都市圏の9市町村の共同
で、2050年までに二酸化炭素排
出実質ゼロを目指す「ゼロカーボン
宣言」を発出した。

• 地球温暖化の影響は、気温上昇、
異常気象の頻発、海面上昇、生態
系の変化など多岐にわたり、生活、
健康、経済活動に深刻な影響を及
ぼす可能性を指摘されている。

• 本市においては、令和元年東日本
台風による甚大な被害は記憶に新
しいことなどから、良好な環境づく
りは、安全で安心な地域づくりに
欠かせないものとして考えていく
必要がある。

• 様々な環境分野の課題に対応して
いくためには、環境施策を総合的
に推進する環境基本計画の役割が
重要となっている。

• 2021(R3)年６月、地球温暖化対策推進法の一部改正に伴い、
「2050年までの脱炭素社会の実現」が位置付けられた。

• 2023(R5)年３月、ネイチャーポジティブ(自然復興)の実現を目指し、
「生物多様性国家戦略」が閣議決定された。

• 2025(R7)年２月、「地球温暖化対策計画」を改訂し、温室効果ガスの
大幅な削減目標(2035年、2040年度において、2013年度からそ
れぞれ60％、73％削減)を表明した。

• 2020(R2)年、長野県は「気候非常事態(2050ゼロカーボンへの決
意)」を宣言し、2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」とすることを決
意。長野市もこの宣言に賛同している。



第１章 序章 5

２ 長野市環境基本計画のあゆみ

• 市では、良好な自然環境と健全な社会環境の保全と創造を推進し、未来

に誇りうる環境調和都市の実現に向け、平成９(1997)年３月に「長野市

環境基本条例」を制定した。

• この条例に基づき、環境分野の最上位計画として、平成12(2000)年３

月に「長野市環境基本計画」を策定し、その後も平成２４(2012)年４月に

は第二次環境基本計画を策定した。

• 地球温暖化対策としては、平成21(2009)年12月に「長野市地球温暖

化対策地域推進計画」を策定し、地域における温暖化効果ガス排出量の

削減に向けた長期的な目標を定めた。

• 令和４(2022)年４月策定の「第三次長野市環境基本計画」では、「長野

市地球温暖化対策地域推進計画」を統合。さらに、「生物多様性地域戦

略」及び「地域気候変動適応計画」を包含させるとともに、ＳＤＧｓの視点

を計画に盛り込んだ。

第２節 環境基本計画の策定に当たって

• 本市の望ましい将来像を明確化するとともに、将来像の実現に向けた方
向性を示すものとする。

• 少子高齢化・人口減少等、将来の社会情勢の変化にも柔軟に対応できる
ものとする。

• 国・県等の方向性及び長期計画との整合性に配慮するとともに、第六次
長野市総合計画及び環境関連計画との整合性を図る。

• 市民アンケートや市民向けのワークショップ等の意見を参考にするととも
に、長野市環境審議やパブリックコメントを通して、広く市民の意見を計
画に反映させる。
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第３節 環境基本計画の位置付け

• この計画は、「長野市環境基本条例」第７条に基づき策定する。

• この計画は、本市の最上位計画である「長野市総合計画」に掲げた環境分

野を補完し具体化したもの。

• この計画は、「長野市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」、「長野市

気候変動適応計画」及び「長野市生物多様性地域戦略」を包含するものと

して策定する。

・・・



環境基本計画の期間は、令和９(2027)年４月から令和14(2032)年３月

までの５年間とするが、社会情勢の大きな変化が生じた場合は、適宜見直し

を行う。

なお、「環境未来コンセプト」については、一律の期間設定は行わない。

第４節 計画の期間

第六次 長野市総合計画基本構想
【まち・ひと・しごと総合戦略】

後期基本計画前期基本計画

第四次長野市環境基本計画

地球温暖化対策地域推進計画（区域施策編）

地域気候変動適応計画

生物多様性地域戦略

環境未来コンセプト

令和９(2027)年度 令和13(2031)年度 令和18(2036)年度

第５節 計画の対象

１ 計画の対象地域

本計画は、長野市全域を対象とする。ただし、長野地域スクラムビジョンに

掲げられている事業については、長野地域連携中枢都市圏の構成市町村を

含める。

２ 計画の範囲

本計画は、長野市環境基本条例第６条に規定する施策の基本方針に掲げた

施策を対象とする。
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第６節 計画の視点

環境基本計画は、持続可能な社会の実現を目指し、環境保全と経済・社会の

調和を図るための多角的な視点が必要となり、これにより、環境課題への効

果的な対応と、地域や国全体の長期的な発展を支える基盤を構築することが

可能になる。

このため、環境基本計画に策定に当たっては、次の３つの視点を踏まえた施

策を推進する。

視点１ 良好な環境を未来に引き継ぐ

 有限な環境資源を適切に管理し次世代に引き継ぐことで、長期的な経済

活動の基盤を維持し、持続可能な発展の実現を目指す。

 脱炭素社会の構築、生物多様性の維持、気候変動への対応など、現在の

世代が環境保全に努めることで、未来の世代が豊かな自然と調和した生

活を送る社会の構築を目指す。

視点２ 安全・安心で快適なまちづくりを進める

 安全で安心な社会は、市民の健康や幸福を追求し、持続可能な社会を実

現するために不可欠である。

 清らかな水や爽やかな空気の確保、防災対策の強化などにより、住民が

安心して暮らせる環境を提供することは、行政の重要な責務である。

 環境保全と都市の発展を調和させることで、未来の世代に豊かな生活環

境を引き継ぐことが可能になる。

視点３ 協働と連携による環境施策を推進する

 複雑かつ多様化している環境問題の解決には、市民、事業者、行政がそれ

ぞれの役割を果たし、連携して取り組む必要がある。

 様々な主体が政策の推進プロセスに参加することで、環境保全への理解

が深まり、自発的な行動変容（エコアクション）につながる。

視点１

視点２

視点３
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(1) 市民の役割
①環境問題に関する知識を深め、日常生活に伴う環境への負荷を少なくするよう

に努める。
② 環境の保全・創出に努めるとともに、地域・団体における活動にも積極的に参

加する。
③ エネルギー消費の抑制を心がけ、持続可能な社会の構築を進める。

(2) 事業者の役割
①事業活動に伴うエネルギー消費や廃棄物の削減を進め、環境に配慮した経営を

行う。
②環境に配慮した製品やサービスの提供により、環境負荷の軽減を図る。
③地域の一員としての役割を担い、持続可能な地域づくりに協力する。

（３） 市の役割
①地域の環境問題に対応するための具体的な政策を策定し、実行する。
②市民や事業者と協力し、環境学習やイベントなどの環境保全活動を推進する。
③環境保全を促進するための規制や規制とインセンティブを導入する。

良好な環境を未来に
引き継ぐ

視点１

良好な環境を次世代に引き継
ぐことは、今を生きる私たち
の使命と捉え、脱炭素社会の
構築、生物多様性確保など、

持続可能な社会の構築
に努めます。

安全・安心で快適な
まちづくりを進める

視点２

気候変動に起因する災害リス
クの軽減や自然環境の保護・
保全やを通じて、住民が安心

して快適に暮らせるまち
づくりを目指します。

協働と連携による
環境施策を推進する

視点３

市民、事業者及び行政などの
多様な主体が互いに連携・協
働し、望ましい環境像の実現
に向けた活動を続け、幸せ
を実感できる社会の構築

を目指します。
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第１節 長野市の社会情勢

１ 位置・地勢

• 長野市は、日本のほぼ中央にある長
野県の北部に位置し、千曲川とその
支川である犀川により形成され多長
野盆地を中心に、周囲を妙高戸隠連
山国立公園をはじめとした美しい山
並みに囲まれている。

• 市域面積は、834.81㎢であり、南北
に41.7㎞、東西に36.5㎞となって
いる。

• 標高の最も高い地点は、市の北西部にある高妻山頂の2,535ｍ、最も低
い地点は千曲川沿いの327ｍ、市役所の標高は362ｍとなっている。

２ 人口・世帯数

• 本市の総人口は、令和７年10月現在360,302人、世帯数は166,066
世帯(住民基本台帳）で、平成12(2000)年の387,911人(国勢調査)を
ピークに減少している。

• 世帯数は、核家族化や単独世帯の増加などに伴い増加している。

３ 年齢３区分別人口

• 少子高齢化の進展に伴い、年少人口(０～14歳)及び生産年齢人口(15～
64歳)の割合が減少する一方で、高齢者人口(65歳以上)の割合が増加し
ている。

• 社会動態は転入と転出がほぼ均衡しているが、自然動態では、死亡が出
生を上回ることで総人口が減少している。
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４ 人口の将来推計と人口目標

• 国立社会保障人口問題研究所の推計に準拠すると、本市の総人口は、令

和42(2060）年には、約27万4,000人となるが、環境施策や子育て施

策、結婚支援等の充実により 出生率を向上を図るとともに、移住・定住の

促進、地域企業の変革や企業誘致等、産業基盤強化により 出生率を向上

を図るとともに、移住・定住の促進、地域企業の変革や企業誘致等、産業

基盤強化 による雇用の創出などにより、転出抑制と転入増加を進めるこ

とで、令和42(2050)年の人口目標を30万人としている。

• 人口目標による令和42(２０６０）年の人口構成は、年少人口（０～14歳）

の比率は、社人研推計準拠の8.6％から12.4％へと3.8％増加し、生産

年齢人口（15～64歳）比率は、50.4％から50.1％に微減。さらに、老年

人口（65歳以上）比率は41.0％から37.5％に減少することで、総人口の

減少は避けられないものの人口の若返りを目指す。
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５ 気 候

• 内陸性気候の長野市は、四

季がはっきりしており、夏は

暑く、冬は寒い気候であり、

平均気温は12.5℃となって

いる。

• 日の寒暖差が大きく、最高気

温と最低気温の差が10℃～

15℃以上あることも珍しく

ない。

• 年平均気温は、100年間で

1.4℃上昇しており、本市に

おいても温暖化の影響が現

れている。

• 平均降水量は約1,000㎜で、

全国平均の約1,700㎜と比

較すると少なく、降水量の最

も多い月が９月(約152㎜）、

最も少ない月は１月(約41

㎜)となっている。

• 100㎜以上の降水量を記録

することは稀であるが、近年、

その間隔が短くなってきて

いる。

• 日照時間は、全国平均と比較

して高く、特に夏季の日照時

間が長いのが特徴である。
出典：「気候変動適応情報プラットフォーム」
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• 計画の改定に当たり、市民・事業者の環境意識や市の環境施策に対する

意見を調査するため、市民2000人、事業所500社を対象のアンケート

調査を実施した。

• このほか、市政に対する市民ニーズや市の施策に対する意見などを調査

するため、昭和57年度から市民5,000人を対象に毎年実施している「ま

ちづくりアンケート」や長野市総合計画に掲げた「目指す状態」の進捗状況

を把握するため、市民6,000人を対象に「市民アンケート」などを実施し

ている。

• 調査結果の詳細は資料編に掲載する予定であるが、主な調査内容は次の

とおりとなっている。

 環境基本計画市民アンケート（環境部）

① 身近な環境として、満足度の高いもの・低いもの

② 身近な環境として関心が高いもの・低いもの

③ 温暖化対策のために市が行うべき取組として関心が高いもの

④ 長野市の自然環境に対する感想として評価が高いもの

⑤ 気候変動の影響を感じる状態として回答の多いもの

⑥ 環境面での幸福度の高いもの・低いもの

 まちづくりアンケート（企画政策部）

① 住みよい長野市をつくるために力を入れるべき環境施策の順位

 市民アンケート（企画政策部）

① 温暖化に伴う災害に備えた防災・減災対策を日常的に行っている

割合

② ごみの分別に対する意識

 環境基本計画事業者アンケート（環境部）

① 地球温暖化対策として取組の多いもの・少ないもの

② 市民・事業者・行政の連携として取組の多いもの・少ないもの

第２節 市民・事業者の環境意識（アンケート調査）
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 この未来コンセプトは、望ましい環境像の実現に向け、私たちの活動が
自然環境に与える影響を最小限に抑えつつ、未来に向けて持続可能な
社会を構築するための施策の幹となるもので、長野市環境基本計画の
基本理念とするもの。

 環境課題への取組は、５年間で
はその効果が発揮できない分
野が多いことから、計画期間の
更に先を見据えた長野市の環
境の在るべき姿を「環境未来コ
ンセプト」として掲げる。

 この未来コンセプトに基づいた
計画期間内の具体的な取組に
ついては、「第５章 施策の展
開」において示すもの。

第２節 環境未来コンセプト

第１節 望ましい環境像（都市像）

総合計画と整合性を図りながら設定

【キーワード】

脱炭素・カーボンニュートラル・地球温暖化時代

持続可能なまち（都市） ・循環型社会・ 地球にやさしい

豊かな自然・美しい自然・自然との共生・水と緑

環境調和都市・都市と自然の調和

誇れる自然・歴史・文化

輝く未来・未来への継承・未来へつなぐ・魅力あふれる

環境にやさしいまち・安全安心・誇り・環境を守り育てる

自然との調和・活力と創造・共に築く（創る）

「コンセプト」とは、「概念」「基本理念」「基本発想」などを意味するもので、全体を貫く一貫した考え方や指
針という意味としている。 
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１ ウェルビーイングの実現
 環境面から見たウェルビーイングとは、自然環境と調和しながら将来に

わたって豊かな自然環境を保護・育成することで、市場的価値だけでは
なく、誰もが高い生活の質と幸福（ウェルビーイング）な生活を送ること
を目指す概念。

 清潔な空気や水に満たされ、豊かな生態系と触れ合うことは、人々のス
トレスを軽減し、精神的な安定をもたらすことなどから、地域社会全体
のウェルビーイングを支える重要な要素。

 アンケート調査においても、豊かな自然やきれいな水、空気への満足度
は高く、これからも市民、事業者、行政などが協力・連携し、将来の世代
にこの良好な環境を引き継ぐことは、今を生きる私たちの責務として取
り組むことが必要。

 期間設定：なし

 関連施策（第５章 施策の展開）

第３節 自然環境の保全 第５節 未来へつながる快適な環境

第６節 環境意識の向上と実践

資料：令和６年版 環境白書
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（なぜ必要なのか）
 2050年カーボンニュートラル

（温室効果ガスの排出量を実質
ゼロにする目標）は、地球規模の
環境問題に対応し、持続可能な
未来を実現するために不可欠な
もの。

２ 2050カーボンニュートラルの実現

 温室効果ガスの排出が増加すると、地球の平均気温が上昇し、異常気象
や海面上昇などの深刻な影響を引き起こし、台風、洪水、干ばつなどの自
然災害が頻発する。また、動植物の生息地を破壊し、生物多様性を脅かす
状況となっている。

（今の状態はどうなっているのか（世界・全国の動きを含む））
 世界の平均気温は2020年時点で、工業化以前（1850～1900年）と比

べ、既に約1.1℃上昇したことが示されている。
 国、県及び国際的な計画や取組について説明

（どのような未来を目指しているのか）
 再生可能エネルギーの普及やエネルギー消費の効率化を推進するととも

に、豊富な森林資源を活かした木質バイオマスエネルギーの利活用を積
極的に進める。

（そのためには何が必要なのか）
 気候変動の原因となっている温室効果ガスは、私たちの衣食住や移動と

いったライフスタイルに起因するものが国全体の排出量の約6割を占め
るという分析もある。

 カーボンニュートラルの実現に向けて、誰もが無関係ではなく、あらゆる
主体が取り組む必要がある。

（将来的な目標値（計画期間以降））
 令和12(2030)年の短期目標（詳細 施策の展開)
 令和22(2040)年の中期目標
 令和32(2050)年の長期目標

 関連施策（第５章 施策の展開）

資料：環境省 デコ活

第１節 脱炭素社会の構築 第２節 気候変動への適応

第６節 環境意識の向上と実践
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（なぜ必要なのか）
サーキュラーエコノミー（循環型経済）は、資源を効率的に利用し、廃棄物を最
小限に抑えながら持続可能な社会を構築するための重要な経済モデルであ
り、従来の「使い捨て型経済（直線型経済）」に代わる形としてその必要性が高
まっている。

（今の状態はどうなっているのか（世界・全国の動きを含む））
 大量廃棄は環境汚染や温室効果ガス排出の大きな要因であり、サーキュ

ラーエコノミーにより、廃棄物を最小限に抑え、環境負荷を低減すること
は、気候変動対策としても極めて重要。

 SDGs（持続可能な開発目標）やパリ協定に基づき、循環型経済を推進す
る枠組みが整備されつつある。

３ サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現

（どのような未来を目指しているのか）
 消費者が環境に配慮した製品やサービ

スを選ぶ傾向が強まり、企業が循環型
製品を提供する動機が高まる。

 環境保護と経済成長が両立する社会
が実現し、持続可能な未来を築いてい
く。

 学校や地域での環境教育が進み、次世
代が循環型経済の重要性を理解し、行
動に移す社会が形成される。 資料：令和７年版 環境白書

（将来的な目標値（計画期間以降）はあるのか）
 サーキュラー・エコノミーは、資源枯渇への対応、環境負荷の軽減、経済的

持続可能性の確保、社会的公平性の実現、そして未来世代への責任を果
たすために必要不可欠な経済モデルであり、この仕組みを導入すること
で、環境と経済が調和する持続可能な社会を築いていく。

 期間設定：なし

 関連施策（第５章 施策の展開）

第４節 循環型社会の構築 第６節 環境意識の向上と実践

サーキュラーエコノミー(循環経済）への移行が循環型社会を形成する上での強力
なドライビングフォースとされ、気候変動、生物多様性の損失、環境汚染等の社会
的課題を解決し、産業競争力の強化、経済安全保障、地方創生、そして質の高い暮
らしの実現にも資するものとして、前面に打ち出されている。
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18〇第四次長野市環境基本計画の体系(案)
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２ 再生可能エネルギーの利用促進

３ バイオマス資源の有効活用

４ 脱炭素型の地域づくり

１ 気候変動への理解促進

２ 気候変動の緩和と適応

３ 防災力の向上

１ ごみ減量とリサイクルの推進

２ 廃棄物の適正処理

３ プラスチックスマートの推進
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ウェルビーイング関連施策 カーボンニュートラル関連施策

第６節
環境意識の向上と実践

19

サーキュラーエコノミー関連施策
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〇事業評価の考え方

• 長野市環境基本計画に掲げる都市像の実現に向けた施策を展開するた
め、定量化された指標を用いて事業の効果を把握したうえで、効果的で
効率的な事業展開を図るため、数値目標（指標）を設定する。

• 数値目標（指標）は、計画最終年度（令和13（2031)年度）における達成
目標とし、「第５章 施策の展開」の各節ごとに活動や施策によって得られ
る「最終的な結果」や「影響」などを測定する「成果指標（アウトカム指標）」
を設定する。

• 成果指標（アウトカム指標）を実現するための施策については、具体的な
活動や施策の進捗状況を測定する「取組指標（プロセス指標）」により、計
画がどの程度実行されているかを評価するとともに、実施される施策の
効果を定量的に評価する「評価指標（アウトプット指標）」を設ける。

• 事業評価に用いる指標については、
具体的で分かりやすく定期的に入手
可能なデータに基づくものとする。

施策効果を測定する

評価指標
(アウトプット指標）

具体的な成果物の指標で、施策
や活動の「直接的な成果」に焦点
を当てる指標

例：太陽光発電による発電量

進捗状況を測定する

取組指標
(プロセス指標）

具体的な活動や施策の進捗状況
を測定する指標で、主に過程に焦
点を当て、計画がどの程度実行さ
れているかを評価する指標

例：太陽光発電設備
設置件数

目標達成のための

成果指標
(アウトカム指標）

活動や施策によって得られる「最
終的な結果」や「影響」を測定する
指標

例：ＣＯ２排出量の年間削減量
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１ 施策の方向性
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1) 現況と課題（データ・グラフ）
 地球温暖化対策の動向と現状
 長野市環境マネジメントシステムの推進
 エネルギー消費量の推移
 温室効果ガス排出量の将来推計

(2) 脱炭素社会の実現に向けて
 温室効果ガスの削減目標
 削減目標に向けたシナリオ（削減プロセス）
 ＧＸ・ＤＸの推進

第１節 脱炭素社会の構築（地球温暖化対策地域推進計画）

施策基本方針

(1)省エネルギー設備の導入促進
(2)市有施設等の省エネルギー化推進
(3)省エネルギー活動の普及

温室効果ガス排出抑制1-1

(1)再生可能エネルギーの導入促進
(2)エネルギーの地産地消 (3)市有施
設の再生可能エネルギー導入

再生可能エネルギー利用促進1-2

(1)バイオマス産業都市の構築 (2)資
源作物の栽培と利活用

バイオマス資源の有効活用1-3

(1)都市基盤と交通ネットワークの整備
（２）公共交通機関の利用促進(3)CO2

吸収源の拡大(森林・都市緑化) (4)脱
炭素社会の実現に向けた意識啓発

脱炭素型の地域づくり1-4

目標達成のための成果指標

目標値現状値成果指標(アウトカム)

〇〇〇〇〇〇〇t-ＣＯ２〇〇〇〇〇〇〇t-ＣＯ２温室効果ガス年間排出量

成果指標が複数になることも有り得る

⇐節単位の最終的な目標

コラム

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条に基づく「長野市地
球温暖化対策地域推進計画（区域施策編）」としても位置づけるもの。
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基本方針１-1 温室効果ガス排出抑制

２ 施策の推進

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)省エネルギーの推進
①低炭素型エネルギーへの転換 ②エネルギー使用量の「見える化」推進
エネルギーマネジメントシステム（EMS）の活用 など

(2)市有施設等の省エネ化
①市有施設等の省エネ化推進 ②公用車への低公害車普及促進
③ＥＳＣＯ事業の推進 など

(3)省エネルギー活動の普及
①家庭・事業者への啓発推進 ②省エネ機器・ＥＶ自動車等の普及促進
③省エネ住宅・省エネビルの普及促進 など

目標達成のための取組指標（プロセス）

目標値(R12)現状値(R8)取組指標項目

省エネルギー普及促進活動
1-
(1)

1-
(2)

1-
(2)

目標達成のための評価指標（アウトプット）

目標値(R12)現状値(R8)評価指標項目

市内エネルギー消費量
1-
(1)

家庭のエネルギー使用量
1-
(1)

事業者のエネルギー使用量
1-
(1)

⇐何をどのくらい実施するのか

⇐活動によりどのような結果
になったのか
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基本方針1-2 再生可能エネルギーの利用促進

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)再生可能エネルギー導入促進
①住宅及び事業所への再生可能エネルギー導入促進 ②再生可能エネル

ギーの情報発信と普及啓発の推進 ③再生可能エネルギーと地域の調和
など

(2)エネルギーの地産地消
①地域新電力による地域循環共生圏の実現 ②再生可能エネルギー設備

の普及（太陽光・Ｖ２Ｈ・蓄電・小水力等） など

(3)市有施設の再生可能エネルギー導入
①公共施設への再生可能エネルギーの導入促進 ②エネルギー地産地消
の推進 など

目標達成のための指標

目標値(R12)現状値(R8)指標項目

温暖化対策推進補助金交付件数☆

太陽光発電システム導入件数★

再生可能エネルギー導入量★

☆取組指標(プロセス)
★評価指標(アウトプット)

⇐ここが違う
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基本方針1-3 バイオマス資源の有効活用

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)バイオマスエネルギーの利用拡大
①バイオマス産業都市構想の推進 ②廃棄物焼却施設等の熱エネルギー
有効活用 ③バイオマス燃料やペレットストーブの導入促進 ④バイオマス
エネルギーの適正利用の推進 など

(2)バイオマス資源の有効活用
①バイオマス資源のエネルギー化や堆肥化等の推進 間伐材・林地残材等
の活用 ③食品残渣の効果的収集と活用の検討

基本方針1-4 脱炭素型の地域づくり

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)都市基盤と交通ネットワークの整備
①コンパクトなまちづくり ②モビリティ・マネジメントの推進 ③公共交通
機関の確保と維持 ④自転車利用の促進

(2)公共交通機関の利用促進

(３)ＣＯ２吸収源の拡大
①森林の計画的整備と活用 ②保安林指定の推進 ③野生鳥獣・病害虫に
よる被害防止

(4)脱炭素社会の実現に向けた意識啓発
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１ 施策の方向性
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)気候変動の現況と課題（データ・グラフ）
 気候変動の影響とリスク
 自然災害の激甚化
 健康被害の防止
 産業・経済活動への影響
 生態系への影響

（２）気候変動への適応に向けて
 温室効果ガス排出量の抑制（第１節）
 ライフスタイルの変革と技術革新
 地域防災力の強化

第２節 気候変動への適応（気候変動適応計画）

施策基本方針

(1)ライフスタイルの変革 (2)生活・産
業・経済への影響

気候変動への理解促進2-1

(1)温室効果ガス排出抑制（重複） (2)
生活・産業・経済への影響と対策 (3)
多様な主体の連携による対応力の向上

気候変動の緩和と適応2-2

(1)防災体制の充実 (2)防災意識の向
上

防災力の向上2-3

目標達成のための成果指標

目標値現状値成果指標(アウトカム)

成果指標が複数になることも有り得る

⇐節単位の最終的な目標

コラム

本計画は、「気候変動適応法」第12条に基づく「長野市地域気候変動適応計
画」としても位置づけるもの。
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基本方針2-1 気候変動への理解促進

４ 施策の推進

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)ライフスタイルの変革
①気候変動問題への関心・理解の促進 ②環境負荷の少ない製品・サービ
スの選択 ③先進的技術の開発 など

(2)生活・産業・経済活動への影響
①農林業への影響 ②水資源への影響 ③
生態系への影響 ④健康被害・感染症の拡
大 ⑤自然災害の多発化・激甚化 ⑥都市イ
ンフラへの影響 など

目標達成のための指標

（略）



基本方針2-3 防災力の向上

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)防災体制の充実
①監視体制の充実 ②防災備蓄の充実 ③避難所・避難場所等の整備
④防災情報の発信 ⑤防災ステーションの整備 ⑥観光地対策 など

(2)防災意識の向上
①地域における防災体制の充実 ②家庭における防災力の向上
②事業所の防災体制の充実（ＢＣＰ） など

目標達成のための指標

（略）

基本方針2-２ 気候変動の緩和と適応

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)温室効果ガス排出抑制（第１節 脱炭素社会の構築と重複）

(2)みどりの保全と創出
①緑のネットワーク形成 ②公共施設の緑化推進 ③民有地の緑化推進

（3）生活・産業・経済活動への影響と対策
①都市インフラへの影響 ②ヒートアイランド対策 ③農林業への影響と対
策 ④水資源への影響と対策 ⑤生態系への影響と対策 など

(3)多様な主体の連携による適応力の向上

①環境学習の推進 ②再生可能エネ
ルギーの導入拡大 ③熱中症対策
④暑熱・水害・渇水・生態系対策 な
ど

出典：気候変動適応情報プラットフォーム『気候変動と適応』

目標達成のための指標

（略）
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１ 施策の方向性
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1) 現況と課題（データ・グラフ）
 生物多様性の重要性
 外来生物等への対策
 観光資源としての自然環境

(2) 自然環境の保全と活用に向けて
 希少動植物の保護・保全活動
 自然環境に配慮した土地利用
 里山の保全と利活用
 生物多様性を育む森林・農地の活用

第３節 自然環境の保全と活用（生物多様性地域戦略）

施策基本方針

(1)自然と共生したまちづくり (2)里
地・里山・水辺空間の保全と活用
（３）30ｂｙ30の推進 ④観光資源とし
ての活用

自然の恵みの享受3-1

(1)希少生物の保全・保護 (2)外来生
物対策の推進 (3)自然環境に親しめる
環境の整備と情報提供 (4)環境保全
団体の支援・育成

生態系・生物多様性の保全3-2

(1)里山の保全と活用 (2)野生鳥獣に
よる被害軽減 (3)森林体験の促進
)4)山林・農地による環境保全機能の向
上 (5)環境にやさしい農業の推進

森林・農地の保全と活用3-2

目標達成のための成果指標

目標値現状値成果指標(アウトカム)

成果指標が複数になることも有り得る

⇐節単位の最終的な目標

コラム

本計画は、「生物多様性基本法」第13条に基づく「長野市生物多様性地域戦
略」としても位置づけるもの。
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基本方針3-1 自然の恵みの享受

２ 施策の推進

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)自然と共生したまちづくりの推進
(2)里地・里山・水辺空間の保全と活用
(3)30ｂｙ30の推進
(4)観光資源としての活用（飯綱高原・妙高戸隠連山国立公園）

目標達成のための指標

（略）

基本方針3-2 生態系・生物多様性の保全

基本方針3-3 森林・農地の保全と活用

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)希少生物の保全・保護(ネイチャーポジティブ）
(2)外来生物対策の推進
(3)自然環境に親しめる環境の整備と情報提供
(4)環境保全団体の支援・育成

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)里山の保全と活用
(2)野生鳥獣による被害軽減
(3)森林体験の促進
(4)山林・農地による環境保全機能の向上
(5)環境にやさしい農業の推進

目標達成のための指標

（略）

目標達成のための指標

（略）



１ 施策の方向性
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1) 現況と課題（データ・グラフ）
 環境基準項目の測定・情報提供
 事業所の監視・指導
 歴史・文化を活かしたまちづくり
 公共交通体系の整備

(2) 未来へつながる快適な環境の実現に向けて
 緑豊かで良好な景観形成の
 便利で快適な都市空間の創出
 歴史・文化とのふれあい機会創出

第４節 未来へつながる快適な環境

施策基本方針

(1)良好な水辺の保全と創出 (2)環境
保全対策の推進 （３）身近な生活環境
の保全

安全で快適な生活環境の形成4-1

（１）みどりの保全と創出（重複） (2)み
どり豊かな景観の形成

みどり豊かな都市景観の形成4-2

(1)歴史的まちなみの形成 (2)文化財
の保存と活用

歴史・文化の継承4-3

(1)都市基盤と交通ネットワークの整備
(重複)

交通環境の充実4-4

目標達成のための成果指標

目標値現状値成果指標(アウトカム)

成果指標が複数になることも有り得る

⇐節単位の最終的な目標

コラム
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基本方針4-1 安全で快適な生活環境の形成

２ 施策の推進

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)良好な水辺の保全と創出
①健全な水循環・水源の涵養機能の保全 ②水辺環境の保全と親水空間
の創出 ③公共下水道等の普及と浄化槽等の適正管理の推進 ④雨水流
出の抑制

(2)環境保全対の推進
①環境目標の達成 ②工場・事業所等への立入と指導 ③生活型公害の防
止 ④光害防止の啓発

(3)身近な生活環境の保全
①環境美化活動の推進 ②不法投棄対策の推進 ③空き地の適正管理
④放置自転車対策の推進

基本方針4-2 みどり豊かな都市景観の形成（基本方針2-2と重複）

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)みどりの保全と創出
①緑のネットワーク形成 ②公共施設の緑化推進 ③民有地の緑化推進
④保存樹木・樹林の保護

(2)みどり豊かな景観の形成
①自然と調和した都市景観の形成 ②愛護会活動等の促進

目標達成のための指標

目標達成のための指標

（略）
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基本方針4-4 交通環境の充実

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1) 都市基盤と交通ネットワークの整備（基本方針1-4と重複）

①コンパクトなまちづくり ②モビリティ・マネジメントの推進 ③公共交通
機関の確保と維持 ④自転車利用の促進

目標達成のための指標

（略）

目標達成のための指標

（略）

基本方針4-3 歴史・文化の継承

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)歴史的まちなみの形成
①長野市歴史的風致維持向上計画 ②長野市歴史的建造物群の保存

(2)文化財の保存と活用
①文化財の保存と継承の支援 ②人と自然が調和した景観形成（棚田・里
山の保全） ②環境と文化の調和のとれたまちづくり

（略）



１ 施策の方向性
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1) 現況と課題（データ・グラフ）
 廃棄物収集・処理量等の推移
 資源循環の取組
 ごみ減量の取組
 食費ロスの削減

第５節 循環型社会の構築

施策基本方針

(1)家庭ごみの減量・分別 (2)事業ご
みの減量・分別 (3)地域循環共生圏づ
くりの推進 (4)食品ロスの削減 (5)
下水汚泥・し尿処理汚泥等の有効活用

ごみ減量とリサイクルの推進5-1

(1)適正な収集処理体制の構築 (2)ご
み処理施設の運営 (3)事業者の監視
指導と処理事業者の育成 (4)ポリ塩化
ビフェニル（PCB)廃棄物の適正な処理
の促進 (5)し尿処理の推進

廃棄物の適正処理5-2

(1)使い捨てプラスチックの推進 (2)
プラスチックの資源物としての循環
(3)農業廃棄物の適正処理

プラスチックスマートの推進5-3

(1)地域における資源回収の促進 (2)
フードドライブの推進 (3)過剰包装や
食品ロスの削減 (4)環境美化活動の
推進

市民・事業者との協働による
資源循環

5-4

目標達成のための成果指標

目標値現状値成果指標(アウトカム)

⇐節単位の最終的な目標

コラム
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(2) 循環型社会の構築に向けて
 ４Ｒの推進
 廃棄物の適正処理

 農産物の地産地消の推進
 マイクロプラスチック対策
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基本方針5-1 ごみ減量とリサイクルの推進

２ 施策の推進

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)家庭ごみの減量・分別の推進
(2)事業ごみの減量・分別の推進
(3)地域循環共生圏づくりの推進
(4)食品ロスの削減
(5)下水汚泥・し尿処理汚泥等の有効活用

目標達成のための指標

（略）

基本方針5-2 廃棄物の適正処理

基本方針5-3 プラスチックスマートの推進

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)適正な収集処理体制の構築
(2)ごみ処理施設の運営
(3)事業者の監視指導と処理事業者の育成
(4)ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ)廃棄物の適正な処理の促進
(5) し尿処理の推進

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)使い捨てプラスチックの削減
(2)プラスチックの資源物としての循環
(3)農業廃棄物の適正処理（生分解性マルチの導入促進）

目標達成のための指標

（略）

目標達成のための指標

（略）
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基本方針5-4 市民・事業者との協働による資源循環

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)地域における資源回収の促進
(2)フードドライブの推進
(3)過剰包装や食品ロスの削減
(4)環境美化活動の推進

目標達成のための指標

（略）



１ 施策の方向性
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1) 現況と課題（データ・グラフ）
 地域における環境教育・環境学習の開催
 学校教育等における環境教育・環境学習
 環境負荷の少ない事業活動

(2) 環境意識の向上と実践に向けて

第６節 環境意識の向上と実践

施策基本方針

(1)企業の環境保全活動への支援
(2)NPO等への支援及び協働体制の
整備

協働による環境保全活動の推進6-1

(1)学校教育等における環境学習・環
境教育の推進 (2)市民を対象とした
環境教育・環境学習の推進 (3)リサ
イクルプラザを拠点としたリサイクル
教育の推進 (4)自然とのふれあい
や体験の場の確保

環境の学びと体験の場の確保6-2

(1)環境情報の収集・把握と市民・事
業者への提供 (2)高等教育機関・企
業等と連携した環境情報の発信 (3)
意識調査等による把握と事業の改善
（４)SNSの活用による情報発信充実

環境情報の発信と人材の育成6-3

(1)地域における環境リーダーの推
進 (2)企業における環境リーダーの
推進

環境リーダーの育成6-4

目標達成のための成果指標

目標値現状値成果指標(アウトカム)

⇐節単位の最終的な目標

コラム
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基本方針6-1 協働による環境保全活動の推進

２ 施策の推進

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)企業の環境保全活動への支援
①ＥＭＳ等の導入支援 ②ＥＳＧ投資の検討
(2)ＮＰＯ等への支援及び協働体制の整備

目標達成のための指標

（略）

基本方針6-2 環境の学びと体験の場の確保

基本方針6-3 環境情報の発信

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)学校教育等における環境学習・環境教育の推進
(2)市民を対象とした環境教育・環境学習の推進
(3)リサイクルプラザを拠点としたリサイクル教育の推進
(4)自然とのふれあいや体験の場の確保

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)環境情報の収集・把握と市民・事業者への提供
(2)高等教育機関・企業等と連携した環境情報の発信
(3)意識調査等による把握と事業の改善
(4)ＳＮＳの活用による情報発信の充実

目標達成のための指標

（略）

目標達成のための指標

（略）
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基本方針6-4 環境リーダーの育成

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(1)地域における環境リーダーの育成
(2)企業における環境リーダーの育成
(3)
(4)

目標達成のための指標



１ 市民・事業者・行政の連携と協働
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

第１節 推進体制

第５章 計画の推進 39

２ 長野市環境審議会

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇



１ 長野市環境マネジメントシステム（ＮＥＭＳ）の目的

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

第２節 環境マネジメントの推進

第５章 計画の推進 40

２ 環境マネジメントサイクルの推進

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

第３節 指標・目標値一覧

第４節 ＳＤＧＳとの関連

資 料 編


